
（別紙） 

 第三者評価結果（乳児院） 

※すべての評価細目（共通評価基準 45 項目・内容評価基準

22 項目）について、判断基準（a・b・c の 3 段階）に基づ

いた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記

述する。 

 

共通評価基準（45 項目） 

評価対象Ⅰ 養育・支援の基本方針と組織 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-(１) 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-１-(１)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 理念、基本方針は、事業計画書及び施設内、パンフレット等に明記され施設の使命や目指

す方向、職員の行動規範となるような内容となっています。また、全職員が理念、基本方針

を、毎日の朝礼で読み上げているほか、職員会議等で説明を受けているため理解しています。 

 しかし、子どもや保護者等に対して、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫が

されていません。理念や基本方針の周知状況を確認するなど継続的な取組が望まれます。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-(１) 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-(１)-① 施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分 

析されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 入所児童数等を月別にデータ化して、コスト分析に利用しています。また、三沢市要保護

児童対策協議会へ参加しているほか、県経営協及び全乳児協からの社会福祉事業に関する情

報を施設経営の参考としています。 

 支援を必要とする子どもに関するデータなどを収集することは難しいですが、施設経営を

とりまく環境や課題を把握し、分析することを期待します。 

3 Ⅰ-２-(１)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 
a・○b ・c 

<コメント> 



 人員確保・育成等の課題について、把握・分析した結果を文書化していません。 

 施設経営に関する問題・課題を文書化するとともに、役員及び職員への周知が望まれます。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて 

いる。 
a・b・○c  

<コメント> 

 中長期計画を策定していません。施設経営に関する問題・課題を分析・明確化し、改善策

等を盛り込んだ施設経営に関する５年から１０年程度の計画策定に期待します。 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい 

る。 
a・b・○c  

<コメント> 

 単なる行動計画でなく、実行可能である具体的な単年度計画を策定しています。また、そ

の内容等も理解しやすいものとなっています。今後は、中・長期計画を踏まえた単年度の計

画策定を期待します。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組 

織的に行われ、職員が理解している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 毎年同じ時期に中堅以上の職員が、担当分野ごとに事業計画を作成しています。 

 しかし、計画の実施状況を把握する手順がなく、評価結果に基づく計画に至っていません。 

 事業計画書については、全職員に配布するとともに、事業計画その他施設経営に関する内

容について、説明をする機会を確保するなど、理解を促すための取組に期待します。 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。 
a・b・○c  

<コメント> 

 家庭等の事情から保護者会がなく、事業計画の周知が困難な状況です。入所時に事業計画

の主な内容を分かりやすく説明したパンフレットを作成し説明するなど、周知方法の工夫に

期待します。 

 

Ⅰ-４ 養育・支援の質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 養育・支援の質の向上に向けた取組が組織的に行わ 

れ、機能している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 毎月１回、養育・支援の質の向上に関する処遇会議が行われ、決定事項については、組織



的にＰＤＣＡサイクルに基づく改善等への取組がされています。 

 第三者評価を定期的に受審し、自己評価も実施していますが、評価結果を分析・検討する

場が設けられていません。評価結果等から改善策を文書化して、理事会及び職員に周知し、

養育・支援の質の向上に取り組むことを期待します。 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を 

明確にし、計画的な改善策を実施している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 職員会議等により、第三者評価及び自己評価結果を共有しています。また、課題や改善策

を検討して見直しも行っています。 

 今後は、評価結果を分析した結果やそれに基づく課題を文書化してはいかがでしょうか。 

 

 

評価対象Ⅱ 施設の運営管理 

Ⅱ-１ 施設長の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 施設長の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理 

解を図っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 院長は、年度初めの職員会議等で経営・運営等に関する説明をしています。 

 院長の役割や責任については、事務分担や管理規定に明記されていますが、有事における

役割、責任、不在時の権限委任等に関して明文化されていません。職員も理解をしているよ

うですが、院長の役割と責任及び決裁等の責任体制の明文化を期待します。 

11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行 

っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 院長は、関係団体等の研修会へ参加するなど法令遵守に取り組み職員会議等を通じて周知

を図っています。また、利害関係者との関係についても経理規程に則り物品を購入するなど、

法令等遵守し適切に実施しています。 

Ⅱ-１-(２) 施設長のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 養育・支援の質の向上に意欲をもち、その取組に指導 

力を発揮している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 院長は、養育・支援の質の向上に意欲をもち、各種委員会の設置、処遇改善会議等への参

画等を通じて、職員からの意見を反映させ質の向上を図っています。また、職員の教育・研

修のため、積極的に外部研修に参加できる機会も作っています。今後は、養育・支援の質の

現状について、定期的な評価・分析を期待します。 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を 

発揮している。 
a・○b ・c 



<コメント> 

 働きやすい職場や理念等の実現に向けた取組として、養育・支援に関する課題を把握して

いるほか、職員の配置に余裕を持ち、勤務体制に関する希望も確認しています。 

 今後は、院長が、経営改善や業務の実行性を高めるための具体的な体制を構築し、自らも

その活動に積極的に参画してはいかがでしょうか。 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画 

が確立し、取組が実施されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 文書化されていませんが、院長には具体的な人材計画構想があります。また、職員の配置

基準改正に伴い、各種加算職員の配置や看護職・栄養士、保育士の増員を図り、充実した職

員体制に努めています。 

 今後は、福祉人材の確保や育成に関する計画の方針を文書化して理事及び職員等への周知

に期待します。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

給与規程に定期的な昇給・昇格を定め、職員処遇の改善についても職員の意向・意見に基

づき、改善・検討をしています。 

人事管理を推し進めるためにも、期待する職員像、人事基準に基づいた職務に関する貢献

度、職員のキャリアパス制度等、総合的な仕組みづくりを期待します。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく 

りに取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

労務管理に関する責任者に院長を配置するなど、責任体制を明確にしています。また、副

院長が、年１回から２回程度定期的に、経験年数に応じて面談を実施しています。就業に関

する意見や悩み、家庭の事情等を勘案して勤務体制を工夫したり働きやすい職場づくりにも

努めています。 

しかし、職員の心身の健康と安全の確保や職員の意見からの改善策の具体的計画までは至

っていません。働きやすい職場づくりに努めているので職員の意見の反映や心身の健康と安

全対策に期待します。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 職員一人ひとりの目標は設定されています。今後は、施設の目標や方針に基づいた、個々



の育成に向けた明確かつ適切な目標管理と成果に期待します。 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ 

れ、教育・研修が実施されている。 
a・b・○c  

<コメント> 

 年間の外部研修及び内部研修計画は毎年策定されていますが、計画等に職員に必要とされ

る専門資格の明示や教育・研修計画の策定までは至っていません。施設として、必要な職員

の資格や職員の教育・研修計画を策定し、施設が目指す理念達成に向けた取組に期待します。 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい 

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 職員一人ひとりの専門資格や技術を把握し、経験年数や習熟度及び職種に応じて外部研修

に参加する機会を設けています。また、新人職員には担当職員による OJTが行われています。 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の養育・支援に関わる専門職の教育・育成に 

ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 実習生受入れ手順を整備し、指導体制及び指導内容等の作成し職員周知するとともに実習

プログラムを準備して学校側と連携しながら毎年受入れを行っています。 

 実習指導者研修への参加については、定期的に開催されないため、参加できていない状況

です。 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて 

いる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 理念、基本方針及び決算等をホームページに掲載し、パンフレットを三沢市役所等に配布

しています。 

 苦情が寄せられていないこと、第三者評価受審状況及び事業計画・予算等についても、ホ

ームページで確認できるよう更新してはいかがでしょうか。 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組 

が行われている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 職員は、経理規程が明確になっているため、事務、取引及び職員による物品購入に関する

ルール等を理解しています。  

 今後、外部の専門家による指導、定期的な内部監査の実施を検討してみてはいかがでしょ

うか。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 



 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 子どもと地域との交流を広げるための取組を行って 

いる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 子どもの個別的状況に配慮しつつ、地域の餅つき大会や夏まつり等行事に参加し、施設の

行事、買い物時に外出をしています。また、事業計画にも地域との関わりについて明文化さ

れています。 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確に 

し体制を確立している。 
a・b・○c  

<コメント> 

 入所理由等もあり、ボランティアの受入れ、学校教育等への協力について、基本姿勢の明

文化及び体制の確立をしていません。 

 建物管理に関するボランティアの受入れを行っているので、マニュアルの整備やボランテ

ィアの拡充を期待します。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 施設として必要な社会資源を明確にし、関係機関等と 

の連携が適切に行われている。 
a・○b ・c 

 地域における乳児院の関係団体等一覧を作成し、職員間で共有しています。また、市要保

護児童対策連絡会に参画し、問題解決に取り組むとともに、里親支援会にも参画し子どもの

アフターケア等、地域でのネットワーク化に取り組んでいます。 

 関係機関との定期的な連絡会及び協働による具体的取組等に期待します。  

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 施設が有する機能を地域に還元している。 
a・b・○c  

<コメント> 

AEDの設置を地域に公表し、活用できるようにしています。 

 しかし、施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組を行っていません。子育てに関

するノウハウを活かした子育て講座等の開催に期待します。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行 

われている。 
a・b・○c  

<コメント> 

 地域住民からの子育て相談等に対応できる体制をとっていますが、福祉ニーズの把握調査

や他団体との連携及び活動等をしていません。 

 子育て相談等、地域貢献に関わる事業・活動について、地域住民への周知に期待します。 

評価対象Ⅲ 適切な養育・支援の実施 

Ⅲ-１ 子ども本位の養育・支援 

 第三者評価結果 



Ⅲ-１-(１) 子どもを尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 子どもを尊重した養育・支援提供について共通の理解 

をもつための取組を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 全国乳児福祉協議会の倫理綱領や手順を使用して養育・支援が行われ、子どもを尊重した

取組や基本的人権への配慮について職員会議等で研修を行っています。また、理念や基本方

針に、子どもを尊重した養育・支援の実施について明示をしています。 

 養育・支援実施に関する基本姿勢については、「乳児院養育指針（全国乳児福祉協議会）」

の冊子を使用しているため、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映されていません。

今後は子どもの尊重や基本的人権への配慮について、定期的に状況の把握・評価等を行い、

必要な対応を図ることを期待します。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した 

養育・支援提供が行われている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 プライバシー保護に関しては、「乳児院養育指針（全国乳児福祉協議会）」に基づき実施さ

れ、子どもの発達段階に応じ、男児・女児の入浴時間を分ける、トイレに仕切りを設置など、

日常的に配慮されています。 

 虐待防止については、書面にて具体的事例を示し注意喚起され、権利擁護について「より

適切な対応をめざすためのガイドブック（青森県社会的養護関係施設長会議）をテキストに

学習会を行っています。 

 権利擁護の推進を図るため、保護者等へのプライバシー保護に関する取組の周知、不適切

事案への対応方法等の明示に期待します。 

Ⅲ-１-(２) 養育・支援の提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 保護者等に対して養育・支援選択に必要な情報を積極 

的に提供している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 入所・ショートステイ等の利用を希望する方に情報が伝わるよう、児童相談所・福祉事務

所・保健相談センター等にパンフレットを置いています。また、昨年度はホームページを開

設し、情報の提供に努めています。 

 見学については、施設の性格上開放的な対応は難しく、児童相談所を通して受入れをして

います。 

 保護者に対して、ていねいに情報を提供していますが、情報提供の適宜見直しできる体制

の構築に期待します。 

31 Ⅲ-１-(２)-② 養育・支援の開始・過程において保護者等にわかりや 

すく説明している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 入所にあたっては、児童相談所の立会いのもと院長・家庭支援専門員・主任が対応してい

ます。「面会ができないのではないか」といった保護者の疑問に対し、実際の支援方法を説明

することで不安を和らげられるような配慮もしています。 

 施設での生活について、パンフレットとデイリープログラムを使用して説明をしています



が、より詳細で分かりやすい資料の作成に期待します。 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 措置変更や地域・家庭への移行等にあたり養育・支援 

の継続性に配慮した対応を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

退所時の引継ぎは、定められた手順・様式に基づいて、子どもの発達を伝える成長記録、

個人記録等を使用し行われています。睡眠・食事・体調等の様子も、書面にて留意点と共に

詳細に伝えることで、生活の場の円滑な移行にも努めています。また、施設の連絡先の記載、

退所後の相談受付についても説明されています。 

また、退所後に保護者・里親が、「退所後の状況報告」様式を記入し提出することで移行直

後の状況の把握を行っているほか、定期的な訪問によるフォローアップも実施しています。 

家庭復帰・里親委託の場合は、退所に至るまでの間、「慣らし保育」がプログラムに沿って

実施され、児童相談所とも連携し共通認識を持ちながら、個々の状況に合わせて細やかな配

慮のもと移行が進められています。 

Ⅲ-１-(３) 子どもの満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 子どもの満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取 

組を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 子どもの満足については、毎日の「生活記録」に、その日の部屋担当職員が関わりを振り

返る欄を設け気付きを促し、職員が代弁者としての役割を果たせるよう工夫しています。 

 今後、子ども、保護者等の満足を把握し、分析・検討・改善を図る取組について整備され

ることが望まれます。 

Ⅲ-１-(４) 子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい 

る。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 苦情解決に関する規程を整備し、第三者委員も配置しています。また、それらについて、

院内に文書を掲示するとともに、保護者等へ文書を配布しています。 

 苦情がないため、公表をする機会や、検討内容、対応策、記録等を保護者へフィードバッ

クすることもありませんでした。 

 苦情を申し出しやすい工夫を行い、その仕組みが機能し養育・支援の質の向上に繋がるよ

うな取組に期待します。 

35 Ⅲ-１-(４)-② 保護者等が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保 

護者等に周知している。 
a・b・○c  

<コメント> 

 入所時に、パンフレットを使用し説明しているほか、プライバシーを守るために相談を受

けるための場所を確保しています。 

 保護者等が相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や相談相手を選べることをわ

かりやすく説明した文書を配布し、掲示もしてはいかがでしょうか。 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 保護者等からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速 

に対応している。 
a・○b ・c 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-２ 養育・支援の質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する養育・支援の標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する養育・支援について標準的な実施方法が文書 

化され養育・支援が提供されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 養育・支援の標準的な実施方法としては、「乳児院養育指針（全国乳児福祉協議会）」を各職

<コメント> 

 養育・支援の実施において、保護者等が相談しやすいように配慮し、子どもの意見を把握

できるように工夫をしています。 

 意見・要望の報告、対応、検討等の手順を作成していますが、見直されていません。 

 保護者等から意見・要望・提案を受けた場合の記録やマニュアルを整備し、組織的かつ迅

速に対応できる体制作りに期待します。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な養育・支援の提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な養育・支援の提供を目的とするリスクマ 

ネジメント体制が構築されている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 リスクマネジメントについては、事故発生時の対応マニュアルを整備し、事故予防対策委

員会を四半期に１回開催しています。また、「ひやりハット（にやりホット）報告書」「事故

報告書」の事例を収集し、内容の検討、改善への取組がされています。 

 「事故防止点検チェックリスト」も作成され、月１回、複数の職員が点検を行っているほ

か、急を要するものについては、迅速に対応方法を話し合っています。 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の 

ための体制を整備し、取組を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 感染症の予防については、発生時から予防等に関するマニュアルが整備されています。マ

ニュアルの見直しも流行の時期に合わせて行われ、発症時の勤務体制や動きについても具体

的に定められています。 

 また、看護師を含む感染症対策委員会が四半期に１回開催されており、毎月の処遇会議で

は委員会から地域の感染症流行状況の報告と注意喚起がなされ、予防に関する勉強会も行わ

れています。 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組 

織的に行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 災害時の対応体制については、毎月の避難訓練と、年２回の消防機関が入る総合訓練を実

施しています。また、食料品、衣類、寝具、薬品、消耗品の類備蓄リストを作成し、それぞ

れに管理者を決め、備蓄を整備しています。 

 万一の地震・火災発生があった場合、職員の動きを手順書で具体的に定めており、避難訓

練時にも使用しています。 



員に１冊配布し、活用していますが、施設独自の標準的実施方法に至っていません。 

 施設の状況に合わせた独自の標準的な実施方法の策定に期待します。 

41 Ⅲ-２-(１)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確 

立している。 
a・b・○c  

<コメント> 

 施設の状況に合わせた標準的な実施方法が作成されていないので、豊富な経験に基づいた標

準的な実施方法を文書化・活用し、定期的に見直しを実施する体制の構築が望まれます。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより養育・支援実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な養育・支援実施計画 

を適切に策定している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 児童相談所からの援助指針に沿って、個々のニーズが反映された自立支援計画を策定してい

ます。策定時には、「発達確認表」によるアセスメントをもとに、職員の意見を反映するため

部門を横断した処遇会議も行われています。 

 また、職員は、支援困難なケースにも積極的に自立支援計画を基に意識し養育・支援を行っ

ています。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に養育・支援実施計画の評価・見直しを行って 

いる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 自立支援計画は、２ヶ月に１回の定期的な見直しが行われています。また、PDCAのサイク

ルに沿って実施され、職員の意見が反映されるように部門を横断した処遇会議での協議を行う

ことによって、周知が図られています。 

Ⅲ-２-(３) 養育・支援実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 子どもに関する養育・支援実施状況の記録が適切に行 

われ、職員間で共有化さている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 記録については、統一した様式を使用して記載・整理され、書き方は、先輩職員が新人職員

に指導する OJT方式を行っています。 

 担当者が不在でも必要な情報を見つけることができるように職員が使用するＵＳＢを一括

で管理しています。また、パソコンのネットワークシステムがないため、全職員が周知できる

ように回覧される仕組みもあります。 

45 Ⅲ-２-(３)-② 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 記録の管理規程及び個人情報保護規程を定め、記録管理責任者を院長としています。また、

職員採用時及び職員会議等で説明することにより職員の理解も図られています。 

 入所時に、個人情報の取扱いについて、保護者等に説明もしています。 

 

 



内容評価基準（22 項目） 

※「共通評価基準評価対象Ⅲ 適切な養育・支援の実施」の付加項目 

 

Ａ-１ 子ども本位の養育・支援 

 

 第三者評価結果 

Ａ-１-(１) 子どもの尊重と最善の利益の考慮 

Ａ① Ａ-１-(１)-① 社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われ 

ることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践して

いる。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 子どもの最善の利益を目指すため、全職員に「乳児院養育指針」を配布し、「乳児院倫理綱

領」を用いて共通理解し養育・支援が行われています。 

Ａ-１-(２）被措置児童等虐待対応 

Ａ② Ａ-１-(２)-① いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱め 

るような行為を行わないよう徹底している。 
○a ・c 

<コメント> 

 就業規則第 39条に体罰に関する処分が記載されており、規程に基づいた仕組みがありま

す。また、職員同士でも発見時には匿名で報告できる投書箱が設置されており、院長及び副

院長のみが開錠できるという報告体制もあります。さらに、マニュアルの一つとして「体罰

禁止手順」が示されており、職員間で理解されていることから、体罰等を行わないための取

組が十分に行われています。 

Ａ③ 

 

Ａ-１-(２)-② 子どもに対する不適切なかかわりの防止と早期発見

に取り組んでいる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 居室の仕切りがガラスとなっており、お互いの養育の仕方を確認し合い、不適切な状況が

あった場合や、困難な状態に早く気づき、助け合えるように施設の設備を整えています。ま

た、子どもからの訴えやサインを見逃さないよう全職員が留意しています。 

 マニュアルに代わる「禁止手順」があるほか、子どもとの相性を考慮し、担当の見直しを

行う体制も構築されています。今後は就業規則等にも処分内容を含めた体制の明示に期待し

ます。 

Ａ④ Ａ-１-(２)-③ 被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備 

し、迅速かつ誠実に対応している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 施設内に「被措置児童等虐待対応ガイドライン」が設置され、職員の誰もがいつでも確認

できる体制があり、法人の苦情処理体制と同様の第三者委員が意見を聞くことができる体制

も構築されています。しかしながら、職員への周知については、入職時のみとなっています

ので、今後は施設内研修の機会を設けるなどの組織的な取組に期待します。 

  



 

 

 

Ａ-２ 養育・支援の質の確保 

  

 第三者評価結果 

Ａ-２-(１) 養育・支援の基本 

Ａ⑤ Ａ-２-(１)-① 子どものこころによりそいながら、子どもとの愛着関 

係を育んでいる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 入所から退所まで一貫した担当養育制がとられており、1対 1の入浴等、特定の愛着関係

を築ける体制が整備されています。特別の事情のある子どもに対しても距離感等十分な配慮

がなされており、愛情深い関係作りが行われています。 

Ａ⑥ Ａ-２-(１)-② 子どもの生活体験に配慮し、豊かな生活を保障してい 

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

定期的に「発達チェック」が行われており、子どもにあった生活環境が提供されています。

また、小規模グループケアが行われており、家庭的な雰囲気の中で調理を見せながら食事を

したり、添い寝や入浴もできる環境が整備されています。小規模ケアの際には、別室が用意

され、くつろげる環境となっています。 

 衣類や購入したおもちゃ等、一部のものは個人の棚やケースに分別されているが、ほかの

おもちゃや食器等については共用により効率よく使用されています。 

Ａ⑦ Ａ-２-(１)-③ 子どもの発達を支援する環境を整えている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 定期的に「発達チェック」が行われており、発達段階の確認が行われています。一人ひと

りの欲求や要求をタイミングよく受け止められるように担当養育制がとられており、職員同

士の協力のもと、子どもの気持ちを受け止められる体制が構築されています。乳児期から言

葉がけを行い、感情の表出を促す姿勢がみられ、子どもたちにも笑顔がよく見られています。 

Ａ-２-(２) 食生活  

Ａ⑧ Ａ-２-(２)-① 乳幼児に対して適切な授乳を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

「乳児院養育指針」をマニュアルとして利用しながら、栄養士がミルク量を計算し、一人

ひとりのリズムに合わせて授乳が行われています。また、授乳中は膝の上に抱き目線を合わ

せながらやさしい言葉がけが行われています。授乳後は安全な方法での排気を十分に行って

います。 

Ａ⑨ Ａ-２-(２)-② 子どもの生活体験に配慮し、豊かな生活を保障してい 

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 医師と相談しながら、一人ひとりの目標が設定され、計画的に離乳が進められています。



「離乳食の進め方」というマニュアルが整備され職員間で共通理解されていました。一人ひ

とりの養育・支援について処遇会議の中で検討が行われ、開始時期、進行状況を確認し、調

理方法が工夫され、食事中は一人ひとりの時間に合わせゆったりと対応がされています。 

Ａ⑩ Ａ-２-(２)-③ 食事がおいしく楽しく食べられるよう工夫している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 食堂は明るく清潔で、壁には楽しい絵や子どもたちの様子を記載したお便り入れが飾られ、

楽しい雰囲気となっています。ほかの子どもたちと一緒に食卓につき、会話をしながら楽し

く食事をしていました。また、食事を楽しめるよう、色や盛り付けに工夫が行われており、

苦手な食べ物を食べられた際には褒めていくことで食事を楽しむことができるように工夫さ

れています。 

 個別対応が行われており、食べ終われないことに対して制限をすることはなく、食べ終わ

るまで待つこととし、無理強いもしていません。 

Ａ⑪ Ａ-２-(２)-④ 栄養管理に十分な注意を払っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 栄養士による栄養管理が行われています。アレルギーや疾病を持つ子供の情報は職員間で

共有され、バランスの良い食事を栄養士が工夫して提供しています。また、季節に応じた行

事食も企画され、楽しめる食事となっています。食育の一環として、個別に子ども本人が興

味を持てる食事となる形や飾りつけに工夫がされていました。 

Ａ-２-(３) 衣生活 

Ａ⑫ Ａ-２-(３)-① 気候や場面、発達に応じた清潔な衣類を用意し、適切

な衣類管理を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 衣類は養育担当者が適宜用意することとしており、子どもの成長に合わせて衣類が用意さ

れています。また、寄付等による衣服も担当者が子どもに合うものを選択し、個別の衣装ケ

ースで管理されており、季節に合わせて衣替えが行われています。洗濯機も用途別に用意さ

れており、清潔な環境で管理されています。 

Ａ-２-(４) 睡眠 

Ａ⑬ Ａ-２-(４)-① 乳幼児が快適に十分な睡眠をとれるよう取り組んで

いる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 就寝時の居室環境として、明るさはもちろんのこと、ベッドサイドで温度湿度が管理され

ており、心地よい環境で就寝できています。睡眠時は 15分ごとに観察が行われているが、子

どもに触れることなく確認できるよう、呼吸・心拍の確認ができるﾏｯﾄが使用されています。

夜間に起きてしまった場合は、「夜間チェック表」に記載することが徹底されており、担当者

のほか、全職員が対応を確認できるように体制が整備されています。 

Ａ-２-(５) 入浴・沐浴 

Ａ⑭ Ａ-２-(５)-① 快適な入浴・沐浴ができるようにしている。 
○a ・b・c 



<コメント> 

 通常の入浴機会のほか、養育担当者との「ふれあい入浴」があり、愛着関係の構築がなさ

れています。着替えやタオルは個別に管理され、清潔に保管されていました。発達に応じて

浴室内で使用できるおもちゃも用意され、楽しい入浴が行われているものと思われます。さ

らに、浴室は家庭的であたたかな雰囲気となっており、「ふれあい入浴」の際には家庭に近い

環境が確保されています。 

Ａ-２-(６) 排泄  

Ａ⑮ Ａ-２-(６)-① 乳幼児が排泄への意識を持てるように工夫している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 おむつ交換の際は声がけをしながら体に触れることで、心地よい体験ができるよう愛情深

く行われています。おしりふきも温かいものが使用できるよう工夫されていました。月齢に

合わせたトレーニングで、歌を歌ってトイレへ誘導する工夫もされています。トイレも子ど

もが使用しやすい環境です。今後はトイレの個室化を進める取組に期待します。 

Ａ-２-(７) 遊び 

Ａ⑯ Ａ-２-(７)-① 発達段階に応じて乳幼児が楽しく遊べるように工夫

している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 「発達チェック」を行いながら、月齢に応じたプログラムが提案され、目標を設定して成

長できるよう配慮がされています。「遊びの提案」によって興味が広がり、個別だけでなくほ

かの子どもとのふれあいが持てる工夫がなされています。しかしながら、おもちゃの収納場

所は、安全や衛生管理を考慮し子どもの届かない場所となっており、子どもが自由に出し入

れすることはできないので、今後は子どもが自由に出し入れできるコーナーを設けるような

工夫に期待します。 

Ａ-２-(８) 健康 

Ａ⑰ Ａ-２-(８)-① 一人ひとりの乳幼児の健康を管理し、異常がある場合

には適切に対応している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 個別の記録に 1日 3回の体温チェックや入浴・食事の健康チェックが行われています。月

に 2回、嘱託医による健康チェックが行われているほか、事業所の看護師が日々の健康管理

を行い、必要時には受診していることが記録により確認できました。新規の入所時について

は初回面会があるまで、日々の詳細な記録が残されています。 

Ａ⑱ Ａ-２-(８)-② 病・虚弱児等の健康管理について、日常生活上で適切

な対応策をとっている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 特定の疾病に罹患している子どもは、専門医を受診することとし、個別記録を残していま

す。療育支援に通所する必要がある子どもは、通った記録を個別記録のほか、「受診簿」に記

載しています。子どもに異常が見られた際には嘱託医のほか、発達については外部の専門医

との協力体制も構築されているが、計画作成に関して専門医の協力までは至っていませんで

した。 



Ａ-２-(９) 心理的ケア 

Ａ⑲ Ａ-２-(９)-① 乳幼児と保護者等に必要な心理的支援を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 家庭支援専門相談員が、面会時に乳幼児の様子だけでなく保護者の様子にも気を配り、必

要に応じて児童相談所に連絡したり、心理的な支援の体制が院内で機能しています。しかし

ながら、心理専門職を配置していません。専門職をおき、乳幼児にも保護者等にも心理的な

援助を行える体制の明示が望まれます。 

 また、家庭復帰に向けた取組が行われているので、今後は職員に対して心理的なケアが必

要な乳幼児や保護者等への対応に関する専門職による研修会を企画してみてはいかがでしょ

うか。 

Ａ-２-(１０) 施設と家族との信頼関係づくり 

Ａ⑳ Ａ-２-(１０)-① 施設は家族との信頼関係づくりに取り組み、家族か

らの相談に応じる体制を確立している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 業務分担表に家庭支援専門相談員の役割が明示されており、家族との連絡調整が行われ、

必要に応じて児童相談所との協議を行っています。また、面会時には家族の相談にていねい

に対応し、信頼関係を構築するように努めていますが、個々の家庭の事情により面会に至ら

ない家族についての積極的な介入は確認できませんでした。子どもの日々の様子については

個別に写真入りの連絡だよりが作成され、伝えることができる体制を構築しています。 

Ａ-２-(１１) 親子関係の再構築支援 

Ａ㉑ Ａ-２-(１１)-① 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極 

的に取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 児童相談所と連携し自立支援計画書を作成し、親子関係の再構築に取り組んでいます。面

会や外出、一時帰宅の際には職員が同行し、子どもの様子を細かく観察し記録が行われてい

ました。里親支援専門相談員も配置され、子どもに応じて適切な養育環境への連携がとられ

ています。三沢市の要保護児童対策連絡会に参加し、ネットワークが構築されていますが、

定期的な連絡会は開催されていません。 

Ａ-２-(１２) スーパービジョン体制  

Ａ㉒ Ａ-２-(１３)-① スーパービジョンの体制を確立し、施設の組織力の 

向上に取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 スーパーバイザーが配置され、職員が相談できる体制を確立しています。しかし、施設全

体の支援の質を向上させるための、一人ひとりの支援技術向上に向けた研修計画や体制づく

りは確立中となっています。今後は職員全体の援助技術向上に向けての体制確立に期待しま

す。 

 


